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欧州における SRF/RDFの製造および利用状況と

循環経済パッケージによる影響

河 井 紘 輔 *

【要 旨】 本稿では，欧州における SRF/RDF の製造および利用状況と，EUの循環経済パッケージが

欧州諸国の廃棄物管理政策に与える影響について整理した。欧州では埋立指令に従い，残渣ごみの前処

理としてMechanical biological treatment の導入が進み，SRF/RDF が製造されてきた。規格に準拠し

た SRFもある一方で，規格に準拠していない RDFが多く流通し，SRF/RDFは焼却施設で処理される

だけでなく，セメント産業等で代替燃料として利用されている。近年，イギリスからオランダ等北欧諸

国へ多くの SRF/RDF が輸出されてきたのは，イギリスにおける埋立税と，北欧諸国における廃棄物

焼却施設の余力が主な要因である。循環経済パッケージに基づき，EU加盟国では，有機ごみの分別収

集を強化して残渣ごみからの徹底的な資源回収が求められている。
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1．は じ め に

欧州では 1990 年代ごろからセメント産業，石灰産業，

エネルギー産業等で廃棄物の燃料としての需要が高まり，

廃棄物由来の燃料の品質や適用時の環境への影響を明示

的かつ統一的に説明できる方法を求める声が高まった。

そこで，2002 年に欧州各国の規格化機関，関連産業，

研究機関等が参画して CEN/TC 343 が設置され，Solid

Recovered Fuel (SRF) に関する欧州規格が開発されて

きた。さらに 2015 年には SRFに関する国際規格を開発

する ISO/TC 300 が設置されて，日本も投票権を持つ

Participating member (P メンバー) として参画してい

る。SRF とは，「規格に準拠して製造された，非有害廃

棄物 (Non-hazardous waste) 由来の燃料」と定義され，

規格に準拠せずに製造された廃棄物由来燃料は厳密には

SRF とみなされない。ただし，実際には規格に準拠し

ないものも SRF と呼ばれて流通している場合もあり，

欧州域内の廃棄物由来燃料は，Refuse Derived Fuel

(RDF) レベルの品質のものがいまだ一般的であるとい

う認識もある。本稿では，規格に準拠するか否かを問わ

ず，燃料利用を目的に廃棄物から製造されたものを

SRF/RDFを呼ぶこととする。2020 年に ISO/TC 300 の

名称は「Solid recovered fuels」から「Solid recovered

materials (SRMs), including solid recovered fuels」へと

変更され，スコープが拡大した。燃料としてだけでなく，

リサイクル原料としての供給も視野に入れて国際規格を

開発することとなったが，これは EU の循環経済パッ

ケージを強く意識したものと思われる。

本稿では，欧州における SRF/RDF の製造および利

用状況や，流通している SRF/RDF の品質，さらに欧

州域内で輸出入されている SRF/RDF の推移とその背

景となる各国の廃棄物管理事情，そしてEUの循環経済

パッケージが欧州諸国の廃棄物管理政策に与える影響に

ついて述べる。本稿を執筆するにあたり，ISO/TC 300

に参画する専門家との議論，欧州における SRF/RDF
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SRF 業界団体等への過去のヒアリング記録を再整理す

るとともに，欧州における廃棄物管理に関する最新動向

をレビューした。なお，SRF/RDF の製造量および利用

量に関する体系的な統計データは整備されておらず，さ

まざまな出典の情報を断片的に引用しているため，整合

しない部分もある。また，本稿は筆者の個人的見解を含

んでいることに留意されたい。

2．SRF/RDF製造の歴史的背景

欧州では 1990 年代まで埋立処分に依存した廃棄物管

理を行なっており，2000 年においてもMunicipal waste

(一般廃棄物) の埋立率は EU 全体で 50 % を超えてい

た1)。廃棄物の埋立処分に起因する表層水，地下水，土

壌，大気，そして温暖化等の地球環境を含めた環境への

悪影響，さらには人の健康に対するあらゆるリスクを回

避あるいは可能な限り低減するための方策，手順，ガイ

ダンスを提供するために，1999 年に埋立指令 (Direc-

tive 1999/31/EC) が制定された。埋立指令 Article 5 で

は，1995 年を基準年として 2006 年，2009 年，2016 年

における生分解性一般廃棄物の埋め立ての目標値が設定

され，EU加盟国は埋立率を目標年までに段階的に低減

しなければならないとされた (表 1)。

EU 加盟国は埋立率の目標達成に向けて，生分解性一

般廃棄物を分別収集してリサイクルする方法，さらにリ

サイクルできない廃棄物を中間処理する方法を採用する

ことになり，SRF/RDF の普及には，この埋立指令が大

きく影響を及ぼしている2)。欧州では，リサイクルでき

ない廃棄物，あるいは，これ以上分別できない廃棄物は

Residual waste (残渣ごみ) と呼ばれている。残渣ごみ

の処理方法として，焼却処理 (Mass burn incinera-

tion), Mechanical biological treatment (MBT)，埋立処

分の 3つの選択肢があげられ，埋立指令を受けて，当初

は埋立処分量の削減を目指して残渣ごみの焼却処理が志

向された。ところが，地域の NGO，住民，議員等の反

対運動により，焼却施設の建設・稼働が停滞した地域も

あり，焼却施設を整備できない地域では焼却処理に代

わってMBT が導入されてきた。当初，MBT は埋立処

分前に生分解性一般廃棄物を安定化されるための前処理

技術という位置づけで導入されたが，次第に残渣ごみ中

の資源を抽出し，有効利用する側面が強くなってきた3)。

MBT によって抽出された可燃性廃棄物が SRF/RDF で

ある。

3．SRF/RDFの原料および製造工程

欧州廃棄物リストには廃棄物の種類ごとにコード (番

号) が記されており，コードの左側から 2桁は 01 から

20 までの大分類項目，さらに真ん中の 2桁は中分類項

目，右側の 2桁は小分類項目で，廃棄物の種類は合計 6

桁のコードで識別される。SRF/RDF の原料に該当する

欧州廃棄物リストのコードの一例を表 2 に示す。20 03

01 の混合一般廃棄物が SRF/RDF の主要な原料で，前

述の残渣ごみに該当する。その他に建設廃棄物，粗大ご

み，処理施設での残渣も SRF/RDFの原料となる。

MBTシステムは画一的ではなく施設によって処理技

術や手順はさまざまで，物質の特性に従って融通性のあ

る処理が可能である5)。MBTシステムで用いられる主

な処理技術としては，機械選別工程において破砕・ふる

い選別・風力選別・磁力選別・渦電流選別等があり，生

河 井 紘 輔

― 18 ―

98

表 1 埋立指令 (Directive 1999/31/EC) による生分解
性一般廃棄物の埋立率の目標値

目標年 2006 2009 2016

埋立率 75 % 50 % 35 %

注) 1995 年時点で一般廃棄物の埋立率が 80 %を超える EU 加
盟国には最長 4 年間の猶予期間が与えられた

表 2 SRF/RDFの原料に該当する欧州廃棄物リストのコードの一例4)

04 02 09 複合材料 (含浸繊維，エラストマー，プラストマー) 由来の廃棄物

07 02 13 廃プラスチック

15 01 01 紙および段ボール包装

15 01 02 プラスチック包装

15 01 06 混合包装

17 09 04 水銀および PCB等の有害物質を含まない混合建設解体廃棄物

19 12 12 非有害廃棄物の機械的処理から発生するその他廃棄物 (混合物を含む)

20 01 01 紙および段ボール

20 01 39 プラスチック

20 03 01 混合一般廃棄物

20 03 07 粗大ごみ

注) 筆者による仮訳



物処理工程において嫌気性発酵 (バイオガス化)・好気

性発酵 (堆肥化)・生物乾燥等がある。MBT の中には，

生物処理工程を有しない Mechanical treatment (MT)

もあるが，本稿では MT も MBT に包含されることと

する。残渣ごみには少なからず分別されない Bio waste

(有機ごみ) が含まれるために，残渣ごみの含水率は高

いが，乾燥工程を加えることによって，より発熱量の高

い SRF/RDF を製造することができる。乾燥工程が備

わったMBT 施設の数は限られるが，日本の RDF 化施

設のように灯油や都市ガスを用いて熱乾燥するよりは，

生物乾燥を採用するほうが欧州では一般的である。また，

SRF/RDF の品質を高めるためには，発熱量だけでなく

塩素濃度にも留意する必要がある。たとえば，近赤外線

センサーを用いてポリ塩化ビニル (PVC) の除去工程

を加え，塩素濃度の低い SRF/RDF を製造することが

可能となる。欧州で製造される SRF/RDF の形状は，

日本で製造される RDF や Refuse derived Paper and

plastics densified Fuel (RPF) のように成型機でペレッ

ト化されたものではなく，可燃物が破砕されたままのフ

ラフ状が一般的である。

かつて埋立処分に依存していたイタリアでは，2021

年時点で 124 の MBT 施設 (うち 20 施設が MT) が設

置されていて，9,292 千 t/年の廃棄物が処理されてい

る6)。イタリアにおける MBT 施設の多くが焼却施設，

あるいは埋立処分場と同敷地に設置されていることが多

く，前処理の意味合いが強い。

4．SRF/RDFの品質および利用先

地域によって SRF/RDF の用途はさまざまで，フラ

ンスではセメント産業，オランダでは廃棄物焼却施設，

スウェーデンでは SRF/RDF専焼施設が主要な利用先

であり7)，用途は SRF/RDF の品質と関係がある。

SRF/RDF の品質を評価する指標としては発熱量，塩素

濃度，水銀濃度，灰分，水分，重金属類，バイオマス比

率等があげられるが，SRF/RDF の代表的指標として，

品質の良し悪しを発熱量で評価するのが一般的である。

品質が悪い SRF/RDF は廃棄物焼却施設で処理される。

5. および 6. で後述するとおり，イギリスから大量の

SRF/RDF が周辺国へ輸出されているが，その多くは簡

単な前処理を行うだけで，品質としては高くない。イギ

リスから輸出される RDF の発熱量は平均で 9.3 MJ/kg

との報告8)から判断しても，未処理の残渣ごみに近い品

質であることがわかる。

MBT施設で製造される SRF/RDF は残渣ごみよりも

品質が良く，SRF/RDF専焼施設で利用することが可能

である。ドイツでは，エネルギー価格が上昇するのに伴

い，2000 年代から SRF/RDF 専焼施設の整備が進み，

2016年時点で 32 の施設 (処理能力 6,311千 t/年) が稼

働している9)。SRF/RDF専焼施設におけるエネルギー

効率は廃棄物焼却施設に比べて高く，これはエネルギー

需要を考慮した立地や，高温高圧の蒸気条件でエネル

ギーを回収していることが理由としてあげられる7)。

SRF/RDF はセメント産業，石灰産業，火力発電所で

も利用することが可能であるが，運用上および技術上の

制約を引きおこすことなく，化石燃料の代替を可能にす

る高品質の SRF/RDFが求められる10)。欧州のセメント

産業で利用されている代替燃料のうち 43 % が

SRF/RDF である11)。ドイツのセメント産業における

SRF/RDF 利用量は 2010 年に 1,745 千 t12)だったのが，

2021 年には 2,500千 t13)に増加している。セメント工場

で利用される SRF/RDF のうち，高品質の SRF/RDF

(たとえば粒径が 30 mm以下，低位発熱量が 20 MJ/kg

以上) は，ロータリーキルン後方のメインバーナーで利

用されている4,14)。それよりも品質の劣る SRF/RDF

(10〜15 MJ/kg程度) はプレヒータや仮焼炉で利用され

るが，この品質の SRF/RDF の確保に関しては SRF/

RDF専焼施設と競合する。また，セメント産業で利用

される SRF/RDF は，灰分もクリンカの代替原料とし

て有効利用されることが特徴としてあげられる。しかし，

ゼロウェイストの普及に取り組む NGO の Zero Waste

Europe は，産業排出指令 (Directive 2010/75/EU) に

おけるセメント工場でのばいじんおよび NOxの排ガス

規制値が焼却施設よりも緩いことを懸念している15)。ま

た，イタリアのセメント工場では石油コークスの代替燃

料として RDF の利用量を増やしたところ，ばいじん等

の排ガス濃度が大幅に増加したと指摘している16)。

SRF/RDF は石炭火力発電所でも利用されていて，ドイ

ツ国内にある 11 の石炭火力発電所で 672千 t の SRF/

RDFが石炭あるいは亜炭と混焼されている9)。

CEN/TC 343 が開発した SRF に関する欧州規格を適

用することによって，SRF 製造者 (廃棄物処理業者)

は燃料に関する信用度の高い情報を SRF 利用者に提示

することが可能となる。EN 15359:2011 では，経済的観

点として「真発熱量」，技術的観点として「塩素」，環境

的観点として「水銀」といった 3つのパラメータを用い

て SRF の品質を等級分け (Class 1 から Class 5 まで)

する枠組みが規定され，SRF 製造者はこの枠組みを用

いて SRF の品質を宣言することができる。ただし，EN

15359:2011 の等級をもって SRF の安全性が担保されて

いるわけではなく，環境調和型の技術基準，政策，法律

を提唱する国際 NGO の ECOS (Environmental Coali-

欧州における SRF/RDFの製造および利用状況
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tion on Standards) は，EN 15359:2011 において品質の

悪い SRF にも等級を設定することやカドミウムやタリ

ウムいった重金属類を考慮していないことを批判してい

る17)。なお，SRF を製造および利用する現場では，発

熱量，塩素，水銀の 3つのパラメータだけではなく，よ

り詳細な仕様をもとに取り引きされているのが実態であ

る。一般的な SRF は逆有償で取り引きされることが多

いが，発熱量の高い SRF は有償で取り引きされ，セメ

ント産業等で利用されている18,19)。

ドイツやイギリスでは自社商標を用いた SRF を製造

している例もある。ドイツでは代替燃料の品質保証に関

する技術指針 (RAL-GZ 724)20) があり，これに従って

製造された SRF が自社商標を用いて流通している。廃

棄物処理業者の REMONDIS では，BPG (Commercial

and industrial waste の代替燃料) や SBS (一般廃棄物

由来の代替燃料) といった商標を用いている10)。また，

イギリスでは Cemex 社の全 3 カ所のセメント工場で

ClimaFuel という商標のRDFが利用されている21)。

RDF はあくまで廃棄物であり，規格に準拠している

ことがさまざまな環境基準から逃れる理由となることが

懸念されるなど，RDF の規格化に関しては懸念や否定

的意見もある。さらにイタリアやオーストリアでは基準

を満たせば RDF の廃棄物の終了 (End of Waste) が認

められ，RDF が規制対象から外れることが可能とな

る22)。RDF が廃棄物を終了することにより，不適切な

取り扱いや処分が行われる可能性があるといった強い懸

念もある23)。

5．欧州における SRF/RDFの越境輸送量

欧州では SRF/RDF は国をまたいで利用されている。

SRF/RDF の越境輸送量を把握することで各国の残渣ご

みの処理状況，焼却施設の稼働状況，SRF/RDF の需給

バランスを推察することができる。欧州連合統計局

(Eurostat) は，EU 加盟国における国境を越えた廃棄

物の輸送に関するデータを欧州廃棄物リストに応じて

公開している24)。欧州廃棄物リストにおいて，19 12 10

“combustible waste (refuse derived fuel)” ならびに 19

12 12 “other wastes (including mixtures of materials)

from mechanical treatment of wastes other than those

mentioned in 19 12 11” が SRF/RDFと認識されている。

本稿では Eurostat のデータを用いて，欧州廃棄物リス

トのコードが 19 12 10 あるいは 19 12 12 に該当し，か

つR1 (Use principally as a fuel or other means to gener-

ate energy) あるいは D10 (Incineration on land) の施

設へ仕向けられた廃棄物を SRF/RDF と定義した。EU

加盟 27カ国にノルウェーおよびイギリスを加えた 29カ

国における SRF/RDF の越境輸送量 (輸出入量) を以

下に整理する。

2005 年以降，SRF/RDF の輸出入量は増加傾向で，

2017 年には輸出量が 5,788 千 t に達した (図 1)。2018

年以降は減少傾向に転じ，2020 年における輸出量は

5,047 千 t である。そのうち，95 % が域内 (欧州 29 カ

国) への輸出で，域外への輸出はボスニア・ヘルツェゴ

ビナへ 39千 t，北マケドニアへ 1千 t，スイスへ 181千

t，アメリカへ 10 千 t であった。また，輸出される

SRF/RDF のほとんどは R1 施設へ搬入されていること

河 井 紘 輔
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(Eurostat のデータ24)をもとに筆者作成)

図 1 欧州 29カ国からの SRF/RDF輸出量の推移



がわかり，越境輸送される SRF/RDF は比較的規模が

大きく，熱電併給を行う焼却施設に搬入されていたと推

察される。なお，SRF/RDF の輸出量は一般廃棄物の輸

出量 715千 t の 7倍に相当する。

図 2 および図 3 に 2020 年の欧州 29 カ国における

SRF/RDF の輸出量および輸入量を示す。輸出量上位 3

カ国はイギリス (1,733 千 t)，ノルウェー (650 千 t)，

イタリア (519千 t) で，輸入量上位 3カ国はオランダ

(1,053千 t)，スウェーデン (939千 t)，ドイツ (520千

t) であった。ドイツは最も多くの国と SRF/RDF を輸

出入している国であり，10カ国へ 771千 t を輸出し，9

カ国から 520千 t を輸入していた。対オランダに関して

は，223千 t を輸出する一方で，193千 t を輸入してい

ていた。オランダでは焼却税の値上げが続き，オランダ

国内で排出される SRF/RDF が処理単価の安いドイツ

北西部の焼却施設へ流れている。スウェーデンは輸出量

に比べて輸入量が圧倒的に多く，10 カ国から 939 千 t

を輸入していた。イギリスは最大の SRF/RDF 輸出国

で，2016年には 3,559千 t の SRF/RDF を輸出していた。

2020 年における輸出量 1,733千 t のうち 33 %に当たる

579 千 t がオランダへ輸出されている。イタリアでは

SRF/RDF は輸入されていないが，輸出先は幅広く 19

カ国に及び，スロバキアへ 62 千 t，ドイツへ 56 千 t，

デンマークへ 49千 t を輸出していた。イタリア南部で

は焼却施設が不足しているため，イタリアから輸出され

る SRF/RDFは主に南部で製造されたものである6)。

6．イギリスにおける廃棄物管理と SRF/RDF

の輸出

前述のとおり，イギリスは欧州で最も多く SRF/RDF

を輸出している国である。イギリスで排出される残渣ご

みは主に，(1) 国内での埋立処分，(2) SRF/RDF とし

て輸出，(3) 国内での焼却処理，のいずれかが選択され，

それぞれの処理単価に影響される。イギリスでは廃棄物

を埋立処分する際に，国が定める埋立税が課せられる。

埋立税には Standard rate と Lower rate の 2 種類の

Rate があり，一般廃棄物等には Standard rate が，土石

系廃棄物等には Lower rate が適用される。イギリスで

最初に埋立税が導入されたのが 1996 年で，当時の

Standard rate は 7ポンド/t であった。埋立税は年々上

昇し，2008年からは毎年 8ポンドずつ増税され，2014

年には 80ポンド/t まで上昇した。その後も増税は続き，

2022 年には 98.6ポンド/t となっている25)。埋立税の導

入によって埋立処分量が劇的に低減し，埋立税は効果的

だったとイギリス政府は評価している26)。イギリスでの

欧州における SRF/RDFの製造および利用状況

― 21 ―

101

注 1) キルギスは表示せず
注 2) 輸出量なしでも，50千 t未満として表示

(Eurostat のデータ24)をもとに筆者作成)

図 2 2020 年の欧州における SRF/RDFの輸出量

注 1) キルギスは表示せず
注 2) 輸入量なしでも，50千 t未満として表示

(Eurostat のデータ24)をもとに筆者作成)

図 3 2020 年の欧州における SRF/RDFの輸入量



埋立税増税の影響により，残渣ごみはイギリス国内で埋

立処分されずに SRF/RDF として周辺国へ輸入される

ことになった。周辺諸国ではイギリス国内での埋立処分

単価 (埋立税を含む) を下回る金額で焼却処理単価を設

定した。イギリスからの SRF/RDF を多く受け入れて

きたのがオランダ，スウェーデン，デンマーク，ドイツ

である (図 4)。これらの国々では，廃棄物の埋め立て

が禁止・制限され，廃棄物の適正処理の担保として焼却

能力を過度に高めた結果，廃棄物を輸入して焼却施設の

稼働率を高める必要があった。ドイツは欧州で最も焼却

処理量の多い国であるが，近年は，処理能力の限界に近

い稼働状況で，ドイツ国内で排出される廃棄物の適正処

理が危惧されていることもあり27)，イギリスからドイツ

への SRF/RDF輸出量は減少傾向となっている。

ドイツと比較すると，オランダ，スウェーデン，デン

マークにおける焼却処理量ははるかに少ないものの，人

口 1人あたりの焼却処理量に換算すると，それぞれ 434

kg/(人・年)，665 kg/(人・年)，628 kg/(人・年) で28)，

他の欧州諸国に比べて焼却処理能力が高い (平均は 209

kg/(人・年))。また，イギリスに比べてこれらの国々

では熱を外部供給しているためにエネルギー効率が高く，

SRF/RDF の利用価値が高い29,30)。イギリスから輸出さ

れる SRF/RDF は未処理の残渣ごみに近い品質ではあ

るが，輸出先の廃棄物焼却施設では技術的にも問題なく

処理され31)，余剰能力を埋める貴重な資源となっている。

さて，イギリスでは慢性的な焼却施設の不足が高い埋

立率の一因であったが，2010 年代に焼却施設の整備を

進め，焼却処理能力を強化してきた。2010 年に 4,200千

t/年32)だったのが，2020 年には 13,960千 t/年28)まで焼

却処理能力が高まり，さらに SRF/RDF の輸出単価と

ほぼ同価格帯での処理単価を設定することにより，イギ

リスで排出される残渣ごみは徐々に国内の廃棄物焼却施

設で処理されるようになった。そのため，2017年以降

は特にイギリスからオランダへの SRF/RDF の輸出量

が減少傾向である。オランダで 2014 年に導入された廃

棄物処理税は，オランダ国内で排出され，埋立処分ある

いは焼却処理される廃棄物にのみ課税するものであった

が，2020 年以降はオランダに輸入されるすべての廃棄

物に 32.63 €/t が課税されることとなった33)。オランダ

における廃棄物処理税の導入が，2020 年のイギリスか

らオランダへの SRF/RDF 輸出量の急激な減少を招い

たと考えられている。

7．残渣ごみに関連する循環経済パッケージと

その影響

繰り返しになるが，残渣ごみの処理方法としては，焼

却処理，MBT，埋立処分の 3 つの選択肢があげられ，

SRF/RDF はMBT 施設において残渣ごみを原料として

製造される。ここでは，残渣ごみに関連する EUの循環

経済パッケージについて情報を整理した上で，循環経済

パッケージが与える欧州各国の廃棄物政策への影響につ

いて検討する。

循環経済パッケージとして提案された，廃棄物処理に

係る 6つの指令を改正する 4 つの指令が 2018年に制定

された。残渣ごみに直接的に関連する改正指令としては，

埋立指令の改正 (Directive (EU) 2018/850) および廃

棄物枠組み指令の改正 (Directive (EU) 2018/851) の 2
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(Eurostat のデータ24)をもとに筆者作成)

図 4 イギリスからの SRF/RDFの輸出量の推移
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つがあげられる。

埋立指令の改正により，EU加盟国は，2035 年までに

埋立処分量を一般廃棄物総排出量の 10 %以下に削減す

るために必要な措置を講じることとされた。ただし，

2013 年時点で埋立割合が 60 %を超える EU 加盟 10カ

国 (ブルガリア，クロアチア，キプロス，ギリシャ，ハン

ガリー，ラトビア，リトアニア，マルタ，ルーマニア，ス

ロバキア) は最長 5 年間の猶予が与えられる。

廃棄物枠組み指令の改正 Article 11 によって，一般廃

棄物のリサイクル率 (再使用を含む) の目標値と目標年

が定められた (表 3)。依然として残渣ごみ中には生分

解性廃棄物が多く含まれ，2035 年までにリサイクル率

の目標を達成するためには有機ごみの対策が必須であ

る34)。廃棄物枠組み指令の改正 Article 22 によると，

EU 加盟国は 2023 年末までに有機ごみの排出源でのリ

サイクル (たとえば，家庭での堆肥化等) あるいは分別

収集を保証しなければならない。

2020 年に公表された，欧州グリーンディールの一翼

を担う新たな循環経済行動計画によると，EU は 2030

年までに一般廃棄物中の残渣ごみを半減することを目指

すとしている。さらに，環境や健康を害する廃棄物や，

EU域内で処理，リサイクル可能な廃棄物の第三国への

輸出を制限するための措置を欧州委員会が講じるとして

いる35)。

以上の循環経済パッケージを筆者なりにまとめると，

EUでは分別収集を強化して残渣ごみの排出量を半減さ

せることによって，大幅に埋立処分量を削減すると同時

に，EU域内でのリサイクルを加速させ，循環経済への

移行を目指している。イギリスのコンサルティング会社

Eunomia は，一般廃棄物管理を改善することによって

世界中で 27.6億 t の CO2排出量削減が可能であると報

告している36)。削減量の内訳は，廃棄物の効果的な分別

収集とリサイクルの効果が 14億 t-CO2，残渣ごみの埋

立回避の効果が 6.3億 t-CO2，MBT 施設における残渣

ごみの機械選別の効果が 7.3億 t-CO2であり，EU の循

環経済パッケージはカーボンニュートラル達成にも寄与

することになる。

今後は循環経済パッケージに従い，EU加盟国は分別

収集の強化，リサイクルの促進，そして残渣ごみの削減

を目指す。廃棄物枠組み指令の改正では 2030 年におけ

るリサイクル率の目標値を 60 %と掲げているが，欧州

環境庁によると，もし残渣ごみ半減を達成するのであれ

ば，リサイクル率を 73 %に高めるか，残渣ごみの排出

量を 3分の 2に削減する必要がある37)。欧州では，残渣

ごみの排出量を削減するために，すでに多くの地域で有

機ごみの分別収集が実施されている。イタリアのミラノ

(人口 1,350千人) では，90 kg/(人・年) の有機ごみが

分別収集され，残渣ごみ中の有機ごみが 10 %程度まで

減少した38)。一方，2015 年から廃棄物管理法 (KrWG)

により有機ごみの分別収集が義務化されているドイツで

は39)，ミュンヘンのように有機ごみの分別収集が機能し

ている地域もあるが34)，分別収集される有機ごみの全国

平均は 59 kg/(人・年) で，10 kg/(人・年) 以下の地域

もあり，有機ごみの分別収集は必ずしも順調ではない27)。

2021 年 11月，欧州委員会は埋立指令および廃棄物枠

組み指令を順守していないとして，ルーマニア，ブルガ

リア，クロアチア，ギリシャ，スロバキアの 5カ国に対

して，埋立処分前に残渣ごみを適切に処理するよう求め

た40)。EU 加盟 27カ国のうち，2020 年時点で一般廃棄

物の埋立率が 10 %を下回っていたのは，ドイツを含め

9カ国で41)，残渣ごみの排出量および埋立処分量の削減

に向けて有機ごみの分別収集を積極的に導入すべきなの

は，むしろ埋立率 50 % 以上の 11 カ国だといえる。さ

らに，いまだ埋立処分に依存している地域では，残渣ご

みの埋立処分の前処理が必須となる。ブルガリアのソ

フィアでは，2023 年末の完成を目指して SRF/RDF専

焼施設を整備中で，一般廃棄物から製造された RDF を

燃料として利用し，地域暖房のエネルギー源とする予定

である42)。

一方，埋立率がすでに低い EU加盟国では焼却率を下

げることにより，リサイクル率を高めようとしている。

イギリスから輸出され，周辺国で焼却処理されている

RDF には多くのリサイクル可能な廃棄物が含まれてい

ることをイギリス政府も認識している31)。2020 年代に

入り，リサイクル促進および温室効果ガス排出削減を目

的とした課税が SRF/RDF 輸入国の北欧で導入されは

じめた。オランダでは 2020 年から焼却目的で輸入され

る廃棄物に 32.63 €/t が課税された。スウェーデンでも

2020 年から約 7 €/t の焼却税が導入された (2021 年は

約 9.5 €/t，2022 年は約 11 €/t)。ノルウェーでは 2022

年に約 20 €/t-化石由来 CO2 (約 10 €/t-廃棄物) の焼

却税が導入された。しかし，これら北欧における焼却税

導入によって廃棄物の排出側および処理側双方が困惑す

る事態に陥った。オランダで廃棄物処理税が適用される

ことにより，イギリスでの埋立処分費に割安感が生まれ，
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表 3 廃棄物枠組み指令の改正における一般廃棄物の
リサイクル率の目標値と目標年

目標年 2025 年 2030 年 2035 年

リサイクル率 55 % 60 % 65 %

注) 2013 年時点でリサイクル率が 20 %未満，あるいは埋立処
分率が 60 %を超えるEU加盟国は最長 5 年間の猶予が与え
られる



それまでイギリスからオランダへ輸出されていた RDF

が，2020 年にはイギリス国内で埋立処分されたという

報道もある43)。イギリスの RDF 業界団体は，「逆効果

をもたらす」として，焼却税の撤廃をオランダ政府に求

めた44)。また，スウェーデンでは，想定していた焼却税

による効果が確認できず，かつ欧州の電力市場の状況が

変化したため，焼却税を 2023 年から廃止する予定であ

る45)。2022 年のロシアのウクライナ侵攻が発端となり，

ロシアから欧州へのパイプライン経由での天然ガス供給

が遮断されたことでエネルギー価格が高騰したことも焼

却税廃止の要因と考えられ，エネルギーを産み出す焼却

施設への評価は難しい局面に立っている。そのような情

勢の中，欧州委員会は，2028 年から焼却施設を EU

Emissions Trading System (ETS) に含める可能性につ

いて，2026年 7月 31 日までに評価，報告することとし

ている46)。焼却施設が EU ETS の対象になれば，残渣

ごみ中の合成樹脂や合成繊維を焼却処理せずにリサイク

ルする動機が働き，分別収集やMBTの役割は一層重要

になりそうである。

Zero Waste Europe は MBT の改良版として MRBT

(Material Recovery and Biological Treatment) を提案し，

残渣ごみ中の資源を徹底的に回収し，残存する有機物を

確実に生物処理して安定化させる必要性を訴えている38)。

スロベニアはこの 20 年間で，埋立依存国からリサイク

ル先進国へと変貌を遂げた国であるが，首都リュブ

リャーナでは有機ごみの戸別収集を実施することにより，

1人あたりの残渣ごみ排出量が 115 kg/(人・年) まで減

少した47)。また，リュブリャーナでは，廃棄物焼却施設

の整備計画を白紙撤回し，MRBT を新たに整備するこ

とで，残渣ごみからの資源回収を徹底することとした。

さらに，これまでスロベニアの MBT 施設 (MRBT 施

設) で製造される SRF/RDF は近隣国へ輸出されてい

たが，エネルギー供給源として SRF/RDF を国内で有

効利用すべく，SRF/RDF専焼施設の整備が計画されて

いる48)。市民の協力によって残渣ごみの排出量を削減し，

MRBT によって残渣ごみから SRF だけでなく SRM を

製造し，域内で循環させるというスロベニアでの取り組

みは，欧州において目指すべきモデルの一つといえる。

8．お わ り に

欧州ではまだ廃棄物の埋立処分量を減らす必要があり，

その点では日本よりも遅れているといえるが，有機ごみ

の分別収集や，残渣ごみからの徹底的な資源回収により，

日本よりも高いリサイクル率を実現している。欧州に比

べて分別数は多いものの，日本では厨芥類等の有機ごみ

の分別は進んでいない。欧州における残渣ごみとは，大

雑把にいえば日本における「燃やすごみ」に該当するが，

欧州の動向を踏まえつつ，日本における燃やすごみの処

理・資源化方法を再考する時期かもしれない。
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Production and Utilization of SRFs/RDFs in Europe and

the Impact of the Circular Economy Package

Kosuke Kawai

Material Cycle Division, National Institute for Environmental Studies, Japan

(16-2 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8506 Japan)

Abstract

This study summarizes the production and utilization of solid recovered fuels (SRFs) and refuse derived

fuels (RDFs) in Europe. It also presents the impact of the EU Circular Economy Package on waste manage-

ment policies in European countries. According to Europeʼs Landfill Directive, mechanical biological treat-

ment has been introduced as a pretreatment for residual waste and, as a result of this process, SRFs and

RDFs are being manufactured.While some SRFs are produced in compliance with the standards,many of the

RDFs are not. SRFs/RDFs are not only processed in incineration facilities but are also used as an alternative

fuel in the cement and other industries. Large amounts of SRFs/RDFs are being exported from the UK to

Nordic countries, such as the Netherlands, mainly due to the UKʼs landfill taxes and the surplus capacity of

waste incineration facilities in Nordic countries. Based on the Circular Economy Package, EU member states

are now required to improve upon their separate collection of bio wastes and thoroughly recover resources

from residual waste.

Keywords: landfill, transboundary shipment, incineration, MBT, residual waste
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